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国際管轄合意をめぐる一考察

PAUL　ALFONS　J．G．WAER

　1．はじめに

　昭和50年11月28日の判決において，最高裁判所は国際管轄合意につき次のよ

うに判示した，すなわち，rある訴訟事件についてのわが国の裁判権を排除し，

特定の外国の裁判所だけを第エ客の管轄裁判所と指定する旨の国際的専属的裁

判管轄の合意は（イ）当該事件がわが国の裁判権に専属的に服するものではな

く，（口）指定された外国の裁判所が，その外国法上当該事件にっき管轄権を

有すること，の2個の要件をみたす限り，わが国の国際民訴法上，原則として
　　　　（王）
有効である。」

　2．問題の所在

　日本の裁判所が，外国の裁判所のみを第一審の管轄裁判所と指定する旨の国

際的専属的裁判管轄の合意を有効としたことを前提とすれば，そこには次のよ

うな7つの可能性があると思われる。すなわち，（A）指定されたある外国の裁

半1j所が当該外国法上その管轄合意を有効とした上で，これに基づいて当該外国

に管轄権を認める，（B）この外国裁判所が当該外国法上の管轄合意を無効と

する，（Bl）日本法上認められた国際的承認管轄原因に基づいて当該外国に管轄

権を認める，または（B2）日本法上認められていない国際管轄原因に基づい

て当該外国に管轄権を認める，（B3）当該外国に国際管轄権を認めない。（C）

当事者は自ら指定した外国の裁判所に訴えを提起するが，管轄合意の存在に主

張することなく，外国裁判所が当該外国法上（C1）日本法の下で認められて

いる国際管轄原因に基づいて当該外国に管轄権を認める，（C2）当該外国裁判所

が，日本法上認められていない国際管轄原因に基づいて当該外国の管轄権を認

める。（C3）この裁判所が管轄権を認めない。
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　国際管轄合意に関しては，当事者の権利の実現ということが基本的に問題と

なる。この当事者の権利の実現について，具体的には次のような問題がある。

（B3）と（C3）の場合には国際管轄の消極的な抵触があることが明らかであ

る。その他，国際管轄合意を有効と認めた日本の判決が先夜するときは，その

判決の既判力に関して問題が様々な局面に出てくる。また，国際管轄合意によ

り指定された外国裁判所の判決を日本で承認・執行する必要がある場合にも，

相当複雑な問題がある。

　本稿ではこれらの問題を論ずるつもりである。前に掲げた7つの可能性は単

なる理論的なものだけではない。たとえば，（b。）の場合として，つぎのよう

な事案を考えてみよう。フランス法人たる原告Xと，日本人たる被告Yとの間

にrXの日本における代表者をYとする契約に基く争訟に関しては，フランス

のパリ裁判所が専属的に管轄権を有するものとする」という合意があるとす

る。その後XはYを被告とし，Yの住所地たる日本の裁判所に訴えを提起す

る。防訴抗弁としてYは上記の専属管轄の合意を援用し，日本の裁判所が管轄

権を有しないと主張する。裁判官は当該国際管轄合意が有効であると判断し，

日本の管轄権を認めない。そこで，Xはフランスのパリ裁判所に訴えを提起す

るが，Yは出頭しない。Xの弁護士は，フランスの裁判において，当事者間に

は国際管轄合意があることを主張しないまま，フランス民法第14条によりフラ

ンス裁判所が本件につき国際裁判管轄権を有する，と主張する。民事裁判管轄

権および執行に関するEEC条約（ユ968年）第3条・第4条を根拠として，フ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）
ランス裁判所は本件に関する国際管轄権を自国に認め，債務不履行を理由とし

た，損害賠償の支払いをYに命令する。Xはこの判決の執行を，日本で請求す

るとする。この場合，さきに自国の管轄権を否定した日本判決の既判力がある

ために，民事訴訟法第200条第1号を根拠として，このフランスの判決の執行

を否定することは最早できないのか。こうした問題があるであろう。

　3．問題の分析

　A．国際管轄の消極的抵触

前記の最高裁判所判決はr（口）指定された外国の裁判所が，その外国法上

当該事件につき管轄権を有すること」を要件としている。こ一の点について通説

は，むしろ当該外国裁判所が（その他の原因によるのではなく，もっぱら）合
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意に基づいて管轄を有することを要件としていたものである。もしこの要件を

付加しておかないと，当事者の出訴の可能性が杜絶し，権利保護の途が閉ざさ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）
れる結果となって妥当ではないとの理由に基づくのである。また大正5年大審

院判決もその判文で見る限り，当該外国法がr管轄ノ合意ヲ認」ることを要件
　　　　　　　　　　　（4）
としていたように思われる。これに対して，最高裁判所が前記（口）の要件を

必要とした趣旨は次のところにある。すなわち，かりに，当該外国の裁判所が

当該事件について管轄権を有せず，そこで訴訟を追行できないとすれば，当事

者は管轄を合意した目的を遂げることができなくなるのみならず，いずれの国

の裁判所においても裁判を受ける機会を喪失する結果となる。したがって，当

該外国の裁判所がその国の法律のもとにおいて，管轄の合意以外の原因に基づ

き，当該事件について管轄権を有するときには，前記（口）の要件は充足され

たものというべきである。当該外国法が国際的専属管轄の合意自体を必ずしも
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5〕
有効と認めることを要するものではない。こう判示したのである。

　しかし，この趣旨に従うならば，当該外国またはその他の第三国の裁判所に

出訴できる可能性のある場合には，日本の裁半1」官がその合意の効力を認めて日
　　　　　　　　　　　　　　（6）
本裁判所の管轄権を否定してもよいということになるのであろうか。

　B．国際管轄合意の効力に関する既判力の問題

　周知のとおり，既判力の客観的範囲については議論の多いところである。国

際管轄権に関する判断も一種の訴訟判決である。この場合，こうした訴訟判決

に既判力を否定する見解があるに注目を要する。この見解によれば，訴訟判決

は本案すなわち請求自体の法的当否についての審判ではないから，民事紛争を

解決することもなく，既判力を生じるものではない。訴却下の訴訟判決は，実

体上の紛争の解決を将来に向かって確定する力を欠き，再度の訴提起の可能性

が残されている，という。これは既判力の対象を請求自体に限定する立場であ
（7）

る。

　この立場に対しては，つぎのような批判がある。すなわち，訴訟判決が請求

の内容をなす実体法上の権利関係を直接判断していないところから，既判力の

本質との関連で，それが請求についての裁判といえるかなどが問題とされてき

た。しかし，訴訟半1」決に既半1」力を認めるかどうかは，既判力の本質論から直ち

に決まるとは言えない。



84 一橋研究　第10巻第2号

　訴訟判決も，単なる事実関係ではなく，個々の訴訟要件の欠缶央による訴えの

不適法性という法律関係を判断するのである。し一だがって，既判力を一事不再

理の現われとみなければ説明できないわけではない。実体関係といっても，相

対的な問題にすぎない。また，訴訟判決も，当該請求について訴えの不適法を

確定し，この点をめぐる紛争を解決する機能をもつ。請求の審判ではないから

民事紛争を解決しないという理由で，訴訟判決に既判力を認めないのは妥当で

はない。訴訟要件の欠缶央を理由に訴えを不適法として却下する訴訟判決は，裁

判権や当事者適格などの個々の訴訟要件が欠鉄しているという一定の判断をな

すものである。こうした却下の判決の後に再び同一の訴訟要件を欠いたまま同

じ請求を提起することが許されるであろうか。もしこれを許すとすれば同一一請

求についての訴訟要件をめぐる紛争がくり返され，訴訟判決による解決に終局

性と安定性を与えることができなくなる。こうしたところから，却下の判決に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（8）
も，既判力を認めようとするのが通説である。

　しかし，既判力を生じるのはすべて基準時における判断である。その後に却

下の理由となった訴訟要件事実が変動した場合は，再訴に対し前訴の既判力は

及ばない。欠缶央を補正した新訳で同一の実体上の請求をすることを妨げない。

失権効も判断対象となった訴訟要件に限られ，他の訴訟要件には及ばない。訴

訟判決の既判力の及ぶ範囲は，判決理由中の個々の訴訟要件欠缶夫1の判断と原告

の訳を却下するという判決主文とが相侯って，特定されるのである。当該訴訟
　　　　　　　　　　　　　　　　（9）
の不適法一般を確定するわけではない。

　そうだとすれば，第ユの局面には，国際管轄合意を有効とした日本の判決

と，指定された外国裁判所のこの合意に対する判断との関係の問題がある。訴

訟判決には既判力がないという説を採るならば（以下，この説を「既判力否認

説」と称する），指定された外国裁判所がこの合意を有効無効そのいずれと．判

断するかにかかわらず，いつでも日本で再訴が可能であるということになる。

なお，訴訟判決に既判力が生ずることを認めても，すべて（B）の場合には，

指定された外国裁判所がその国際管轄合意を無効とするのであるから，日本の

裁判所が本件に国際膏轄権を認めることについて障害はない。このように解し

て，国際管轄要件の欠缶央が補正され，再訴が可能となる（この立場を以下r既
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（10〕
判力制限的肯定説」という），こういいうるか否かが問題となる。けだし，通説

と異なり，最高裁判所は，指定された外国裁判所がこの合意を有効とした上で
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国際管轄権を認めることまでは要請していないからである。これに対し，指定

された外国裁判所がその管轄の合意を無効としても，日本法上この国際管轄合

意が有効であることに変りはなく，日本で再訴ができないという主張もありう

る。この主張の中には，次の2説が考えられる。1．管轄合意を有効とした既

存の日本の判決の既判力の範囲は単にr国際管轄権がないというところに限ら

れる（既判力一般的肯定説と略す），および2．rこの国際管轄合意は有効であ

るから国際管轄権がない」（既手口力特殊的肯定説と略す）という2つの見解で

ある。

　この区別は既判力の客観的範囲をどう考えるかによって生じてくる。既判力

は判決主文に表示された請求についての判断に関してのみ，生ずるのが原則で

ある。しかし，判決主文の文言はきわめて簡潔である。如何なる事項について

判断がなされているかは，判決理由や事実を参酌しなければ特定できない。た

とえば，却下の判決が，如何なる訴訟要件の欠缶夫1を確定したかは，判決理由に
　　　　　　　　（11）
よって初めて明する。ただ，判決理由中の事実認定や法律問題の判断には既判

力を生じない。訴訟物を異にする別所において，同じ事実や法律問題が争われ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（12）
ても，それらに関して異なった認定・判断をなすことは可能である。この考え

方を本稿の問題に適用してみよ㌔r既判カー般的肯定説によるならば，訴えを

却下した既存の日本の判決の既判力の範囲はこの訴訟要件の火映，r国際管轄

権がないこと」にまでは及ぶが，この判決理由中の事実認定や法律問題，r国

際管轄合意が有効であること」，にまでは及ばない，ということになる。

　これに反対する説は，一定の場合には，訴訟判決にも，一方の否定によりそ

れと矛盾する他の事柄の肯定を含む場合がありうる。たとえば，有効な仲裁契

約が存在することを根拠にした却下判決がなされると，もはやその仲裁契約の

存否や効力を争いえないことが確定する。それは既判力の積極的作用である。

そうだとすれば，この点でも訴訟判決の既判力と本案判決の既判力との間に
　　　　　　　　　　　　　　（1宮）
は，決定的な質的差異を認め難い。このように言うのであ乱Fの立場に立つ

ならば，r既判力特殊的肯定説」のように既判力の範囲はr国際管轄合意があ

るから国際管轄権がない」というところにまで及ぶと考えられる。

　第2の局面は，指定された外国裁判所の判決を日本で執行する必要がある場

合に関係する。問題の国際管轄合意を有効とした既存の日本の判決の既刊カ

と，民事訴訟法第200条第1号の管轄要件との関係の問題である。
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　r既判力否認説」に立つと，国際管轄合意の有効性に関する判断は承認の際

の判断を拘束しない。r既判力制限的肯定説」すなわち，この既判力は（B）の

場合には及ばないとする立場，または「既判力一般的肯定説」すなわち，この

既判力の範囲は単にr日本には国際管轄権がない」というところであるという

立場を採る場合にも，拘束力は認められない。しかし，r既判力特殊的肯定説」

すなわち，既判力の範囲はr国際管轄合意が有効である」とするというところ

に及ぶと考える立場から考えてみると，次のようになる。指定された裁判所が

日本法上の国際管轄原因を有するとした（すなわち国際管轄合意を有効とす

る），既判力のある判決が存在する。したがって，指定された外国裁判所の判

決を日本で承認することが問題となるとき，（B2）または（C2）の場合には，

当該外国裁判所が管轄権を有しないことを理由として，この外国判決の承認を

否定することはできない。このようになるであろう。

　第3の局面では，指定された外国裁判所の判決が民事訴訟法第200条第1号

以外の理由（たとえば当該外国との間にr相互ノ保証」がない，同条第4号）

に基づいて承認されない場合日本で再訴ができるか否かが問題となる。「既判

力否認説」によればこれは可能である。r既判力制限的肯定説」を採る場合に

は，．この承認・執行ができない事実を基準時後の変動とみて，訴訟要件の欠缶夫＝

補正と見ることができるか否かが問題となる。「既半1」力一般的肯定説」および

r既判力特殊的肯定説」によればこれは認められない。

　国際的管轄合意に関するハーグ条約（1964年）第9条は，このような問題を
　　　　　　　　　　　　　　　　（i5）
解決する趣旨で設けられたものであろう。

　C．国際管轄合意に関する審理管轄と承認管轄との関係の問題

　民事訴訟法第200条第1号の適用にあたって，前記（C）のような場合には，

外国裁判所の承認管轄の有無の判断には，如何なる基準に従うべきかの問題が

ある。

　一般的に言って日本で外国裁判所の判決の効力が承認されるためには，当該

外国裁判所が日本法の定める国際裁判管轄の原則に従い何らかの管轄原因とな

る関係点（連結点）を有する（換言すれば，一般間接管轄を有する）場合でな
　　　　　　　　　　　　　　（16）
ければならない。これが通説である。通説は，日本の承認管轄の判断基準は日

本の審理管轄のそれと同一であるとする。すなわち両者は同一の内容をもつと
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　（正7）

する。そうだとすれば，（B2）および（C2）の場合における外国判決の承認に

は，本稿の（a）に述べた問題を別にして，あまり問題を生じない。しかし，

合意管轄の場合において審理管轄と承認管轄との内容の同一性を，どの程度の

ものとするのかは，不明である。この場合の管轄要件をr管轄の合意は指定さ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（18）
れた裁判所所属国の法律により有効であれば足りる」と規定するか，r管轄の

合意は日本法上有効であるを要する」と規定するか，この区別が考えられる。

これは要するに，いわば双方的基準説と一方的基準説に基づく区別である。

　この点に関する主要な問題は次のことである。第ユは，国際的な訴訟競合の

問題である。たとえば，日本の裁判所が当該国際管轄合意を無効として，日本

に国際管轄権を認めた。しかし，当事者は指定された外国裁判所にも訴えを提

起する。その外国裁判所はその合意を有効とし，日本での訴訟係属を無視し

て，その外国の管轄権を認める。または逆に指定された外国裁半1」所がこの合意

を有効とし，その外国の国際管轄権を認めた。しかし，当事者は日本で訴えを

提起する。日本の裁判官は，この合意を有効とする外国での訴訟係属を無視し

て，日本に国際管轄権を認める。これらの場合が考えられる。

　こうした場合にも，この外国判決を日本で執行する必要があるとすれば，い

ずれの場合にも，この外国判決の承認が民事訴訟’法第200条第3号により否定
　　　　　　　　　　　　（19）．
されられるか否かの問題がある。この点は別にしても，「管轄の合意」という

基準を使うならば双方の場合とも，この外国判決は民事訴訟法第200条第1号

の要件をみたしている，と考えられる。けれども，r日本法上の有効性」を基

準とするならば，いずれの場合にも前記第1号は，この判決の承認を否定する

理由になし得ることになる。

　第2には，r日本法上有効である管轄の合意」を基準とすると，日本の国際訴

訟法を域外適用することになるという結果を生む。すなわち日本で執行する必

要がある場合には，当事者の指定する外国裁判所が，その所属国の国際管轄合

意法上の要件をみたしているとしても，日本法上の要件をさらに具備する必要

があるからであ乱これは具体的に，この合意の方式要件に関しても問題とな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（20）　　　　　　　　　　（21〕
る。この方式につき日本法は比較的に寛容であるが，より寛容な法律もある。

　承認・執行国が自国の法律を域外適用する権限があるか，どこまでこれが相

当であるか，これらのことを考える必要がある。前記東京地方裁判所判決が，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（22〕
r日本法による国際裁判管轄の原則によって……」は判決国法をある程度は考
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慮することとし，承認管轄と審理管轄との同一化に一定の制約を加えようとす
　　　　　　　（23）
る趣旨であろうか。

　D．rはなはだしく不合理でない」という判断基準について

　最高裁判所判決によると，「国際的専属的裁判管轄の合意がはなはだしく不

合理で公序に反するときは無効となる」。これは，はなはだしく不合理な一 総ﾛ
管轄合意は，日本の国際公序に反するから，無効になる，という趣旨であろう

か。当事者の自治を合理性という概念によって制限することができるのか，ま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑫4）
た，この合理性という概念と公序との関係はどうなのか，これらが疑問となる。

　管轄合意を無効にするために，はなはだしい不合理性を基準とするよりは，

管轄原因の不当取得を理由として，民事訴訟における信義則違反を根拠とする
　　　　　　　　　　（25）
方がより適当と思われる。他方，r公序」やr信義」というような一般的で曖

昧な概念はできるだけ限定しようとする立場もある。この立場によるならば，

r契約がはなはだしく不合理であるときは意思の瑠疵があったことをjuriS

tantmまたはjuriSetdejVreに推定できる」とする基準の方が法理的に妥当

であるとも考えられる。

　この問題は，管轄の合意に関する準拠法の問題にも関係する。この問題につ

いて通説は次のようにいう。「合意は訴訟行為的合意であり，かつ，問題が法

廷地法の裁判権の排除に関するものであるから，本件国際的裁判管轄の合意の

有効性の判断の準拠法ではなく，これを問題にする法廷地たる日本の国際民事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（26）
訴訟法によって決定されるべきものと解する。」しかし，日本の国際民事訴訟

法には国際管轄合意に関する明文の規定がなく，この合意に関する意思の暇疵

の規定もない。したがって，日本民法の規定を類推適用することになるであろ
　（η）

うか。

　この合意自体の有効性は先決問題として契約準拠法によるべしとする説もあ

る。この説によっても，はなはだしく不合理な合意にっき，意思の理疵を理由

として，それを無効とする根拠を上記の準拠法中に全く見い出しえない恐れも

ありえよう。

E．国際管轄合意による権利の実現の問題

rはなはだしく不合理でない」という制限を付けることは，いわゆるr緊急
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管轄」を認める余地を残して置く目的からであろう。しかし，ある合意が如何

なる場合に“はなはだしく不合理となるか”という問題がある。判決国との間

に相互の保証が存在しないため，日本において当該外国判決に基づく強制執行

が不可能である場合には，前掲（口）の要件を欠くときとは異なり，権利の実

現が全く閉ざされるわけではない。管轄の合意は本来，判決手続について行な

われるものである。その合意に際して，当事者は当該外国における強制執行の

実現の可能姓を考慮しうる。また，この強制執行のための費用等の負担の増大

は，管轄の合意に伴う附随的な結果にほかならない。指定された外国裁判所

は，その外国法上管轄権を有することを要請されている。したがって，この指

定された外国裁判所の判決を執行できないとしても，権利の実現が全く閉ざさ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（29〕
れることにはならない，このように主張する意見にもある程度は根拠があると

思われる。すなわち国際管轄の決定が権利の強制であるとする説がある。しか

し，これは管轄権を有する裁判所に訴えを提起し得る当事者の権利の強制・実
　　　　　　（30〕
現に他ならない。

　実体法上の権利の実現と手鮭法上のそれとは区別が可能である，この点は別

としても，実際上，強制執行ができない判決を得たとしても，この判決によっ

て認められた権利の実現には相手方の協力つまり承諾が不可欠である。それを

強制することはできないのである。この点で不満が残るであろう。訴訟を提起

することにまではなったあとで，相手方当事者が，その執行に協力承諾を与えて

くれるだろうということを期待する余地がまだありうるかということは疑わし

い。こうした場合には実体法上の権利実現の道が実質的には全く閉ざされるこ
　　　　　　　　　　　　　　（31〕
ととなる，・こう言えないでもない。

　このように考えるならば，国際管轄合意が如何なる場合にはrはなはだしく

不合理である」と言千るか。このことは明らカミではない。a）r不起訴の合意」，

b）「完全免責条款」または。）「強制法規の回避」の問題とも関係する。この

関係はつぎのように分析できる。

　a）当事者が財産を有しない第三国の裁半1」所を指定し，この第三国の判決が

当事者の財産所在地国で執行を求められるときは，指定された外国裁判所の判

決であっても当事者に対して執行できない。このような場合には，指定された

外国裁判所の判決が当事者に対して執行不可能であることを確実に予測できる

場合にこの国際管轄合意を隠された「不起訴の合意」と解することができるか
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否か，この問題がある。

　b）当事者に対して，執行ができないことを，前項の場合以上に確実に予測

ができることがある。たとえば，オランダ以外の国に財産を有しないオランダ

人と日本以外に財産を有しない日本人との間の運送契約に関して，オランダの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（33）
ロッテルダムの裁判所に専属的な管轄権を与える合意があるとする。オランダ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（34）
と日本との間には判決の承認について相互の保証がない。したがって，オラン

ダの判決は民事訴訟法第200条第4号を理由に，日本で承認されず，執行する

ことができない。前記の合意は日本人たる当事者に対して実質的なr免責条款」

となってしまう。運送契約の準拠法の如何は別としても，各国の契約法上r完

全免責条款」が無効であるということと如何なる関係にあるであろうか。

　C）準拠法の合意によって外国法が適用法規とされる場合，それが法廷地国

の強行法規の適用を排除する効力を有するかどうかは1つの問題である。外国

法が準拠法に指定され，さらに外国の裁判所を専属裁判籍とする旨の合意がな

されておれば，こうした合意は特定国の強行法規の適用を潜脱する可能性をさ

らに著しく増大させることであろう。そこで，特定国の強行法規を回避する目

的で準拠法および管轄の合意がなされた場合，それを有効と認めるべきか否か
　　　　　　　　（35）
の問題が生じくる。法律回避行為を公序違反とし，指定された外国裁判所の
　　　　　　　　　　　　　　　　（36〕
判決不承認の理由となしうるとすれば，国際管轄合意の有効性の判断の際，こ
　　　　　　　　　　　　　　　　　〔37）
の点を考慮すべきか否かが問題となる．う。これを考慮すべきものとするなら

ば，国際管轄の決定の局面において，すでに承認の当否の判断を行うことにな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（38）
る。それが認められるか否かという次の問題が出てこよう。

　4　国際管轄合忌の要件の再検討

　r指定された外国裁判所がその外国法上，当該事件につき管轄権を有する」

ことという要件を設けることには，結局，合意により指定された外国でその判

決を執行する必要がある場合に，国際管轄の消極的抵触を防ぐという根拠があ

る。

　しかし，前に指摘したように，最終的に日本で執行する必要がある場合に

は，いろいろ一 ﾈ問題を残すのである。

　最高裁判所の立場には矛盾があるように思われる。すなわち，当事者が，そ

の合意をするにあたって，判決の強制執行の実現可能性を考慮すべきである。
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したがって，もし国際管轄権の消極的な抵触を生じても，その責任は当事者に

あると考えられる。当事者は，自ら指定した外国裁判所が当該外国法上管轄権

を有するかどうかを予想できるはずであるからである。

　最後に，前記最高裁判所判決にいう（口）の要件，すなわち「指定された外

国の裁判所がその外国法上，当該事件につき管轄権を有すること」ならびに

r管轄合意がはなはだしく不合理ではなく」という2つの要件について付言し

たい。この2つの要件を総合しrこの合意が現実に当事者の権利の実現を拒絶

する結果をもたらさない場合」と規定あるいは定式化する方がより適当ではな

いか。このように思うからである。

　この見解の法的根拠を民事訴訟における信義則に基づかせることが考えられ

る。また，国際管轄合意の判断基準が日本の国際民事訴訟法であるとするなら

ば，これを適用する道もある。上記の定式化を採用した方が裁判官に，管轄の

消極的牛氏触，指定された外国裁判所の判決執行の不可能性，その他消費者保護

などの諸要素の考慮の自由，これらを裁判官に与えることになるからである。

この場合にも，単なる訴訟費用等の負担の増大は管轄の合意に伴う附随的結果
　　　　　　　　（39）
であるとしてもよい。

　権利の実現の拒絶はr確実」および「実質的」でなけれぱならないからであ

る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（40）
　日本法上，不起訴の合意がある程度は認められているけれども，これは前記

の見解の障害とはならない。不起訴の合意と異なり，当事者がr管轄に関する」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（41）
合意をしている以上，不起訴にいたる動機がないと思われるからである。

　5．結ぴ

　外国判決を内国において承認・執行させるには，未だ相当の困難があると思

われる。現状では，国際管轄合意の判断につき，決定的な要素となるのは，結

局，いずれの国で執行する必要があるかという点である。この要素をいかなる

程度まで考慮すべきかは基本的な問題であろう。国際管轄決定と外国判決の承

認・執行とを別々に考えるのか，相互連関的に考えるのか，またその限度はど

のくらいか，これらを明らかにすることは困難である。その他，当事者の自治

によって，当事者が自ら作成した契約に対し，その責任を負うことを原則とす

べきか否か，こ・の点についても，なお検討の余地がないわけではない。たとえ
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ぱ，国際取引を業として行なっている者は概ねその道の専門家であり，それな

りに十分注意すべきことを要請されている，という前提を認めることはできる

としても，権利の実現を実質的に拒絶するに至るような場合にまでこの前提を

及ぼすことは認めにくい。契約の作成技術および訴訟戦略，訴訟追行権および

法廷地選択権の行使，これらの限度はどこにあるか，これらの問題を再検討す

る必要があるのである。本稿で指摘された問題は，今後さらに詳しい研究を要

するものと思われる。

（…主）
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